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令和７年第４回定例会提出議案

議案番号 件 名 議決要領

同 意

第１７号

いなべ市教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて

議 案

第５８号

いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について

議 案

第５９号

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃

止する条例の制定について

議 案

第６０号

いなべ市立保育所条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議 案

第６１号
いなべ市梅林公園条例の制定について

議 案

第６２号

いなべ市大安障害者活動支援センターの指定管理者の

指定について

議 案

第６３号

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターの指定管理

者の指定について

議 案

第６４号
いなべ市立田農園の指定管理者の指定について

議 案

第６５号
いなべ市菰野町清掃事務組合の設立について

議 案

第６６号
令和７年度いなべ市一般会計補正予算（第４号）
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令和７年第４回定例会提出議案

議案番号 件 名 議決要領

議 案

第６７号

令和７年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）

議 案

第６８号

令和７年度いなべ市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）

議 案

第６９号

令和７年度いなべ市介護保険特別会計補正予算（第２

号）

議 案

第７０号
令和７年度いなべ市水道事業会計補正予算（第１号）

議 案

第７１号
令和７年度いなべ市下水道事業会計補正予算（第３号）

以下余白
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同意第１７号

いなべ市教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

について

次の者をいなべ市教育委員会の委員としたいから、その任命について

議会の同意を求める。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

住 所

氏 名 服部 了潤

生年月日

任 期 令和８年１月３０日から令和１２年１月２９日まで
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提案理由

教育委員会の委員５人のうち、長野源悟委員が令和８年１月２９日を

もって任期満了となるため、新たに服部了潤氏を任命しようとするもの

で、教育委員会の委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により

議会の同意を得る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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議案第５８号

いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について

いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のとお

り制定しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法

律第２２号）が施行されたことに伴い、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第２４条第４項の規定により国家公務員との間に均衡を失

しないよう、いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正するにつ

いては、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経

る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例

（いなべ市職員の旅費に関する条例の一部改正）

第１条 いなべ市職員の旅費に関する条例（平成 15 年いなべ市条例第 44 号）の一部

を次のように改正する。

目次を次のように改める。

目次

第１章 総則（第 1条―第８条）

第２章 旅費（第９条―第 23 条）

第３章 雑則（第 24 条―第 27 条）

附則

第１条中「職員」の次に「及び職員以外の者」を加える。

第２条第１項中第５号を第７号とし、同項第４号中「扶養親族」を「家族」に、

「職員の配偶者」を「内国旅行にあっては職員の配偶者」に、「届出は」を「届出を」

に、「主として職員の収入によって生計を維持している」を「職員と生計を一にする

ものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にする」に

改め、同号を同項第６号とし、同項第３号中「若しくはその扶養親族又は遺族」を

「又はその遺族」に、「根拠地」を「根拠」に改め、同号を同項第５号とし、同項中

第２号を第４号とし、同項第１号中「常勤」を「常時勤務」に、「職員につては」を

「場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）

が認める場合には」に、「又は居所」を「、居所その他旅行命令権者が認める場所」

に改め、同号を同項第３号とし、同号の前に次の２号を加える。

(1) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存す

る領域をいう。以下同じ。）における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。以下同じ。）

との間における旅行及び外国における旅行をいう。

第２条第１項に次の１号を加える。

(8) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和 27 年法律第 239 号）第６条の

４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この号

において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者

等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供す

ることを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当

する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を締

結したものをいう。

第２条第２項及び第３項を削る。

第３条第２項中「内国」を削り、同条第４項中「職員が」を「職員又は職員以外

の者が」に、「機関」を「本市の機関」に、「当該職員に」を「その者に」に改め、

同条第５項中「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができ
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る場合には、当該扶養親族を含む。）」を削り、「その出発前に旅行命令又は旅行依頼

（以下「旅行命令等」という。）を変更」を「次条第３項の規定によりその旅行命令

又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）の変更」に、「以下同じ」を「同項及

び同条第４項並びに第５条において同じ」に、「され」を「を受け」に、「において」

を「その他規則で定める場合には」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「と

なった」を「となる金額又は支出を要する」に、「市長が定めるもの」を「規則で定

めるもの」に改め、同条第６項中「（その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を

受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。）」を削り、「旅行中交通機関等

の事故又は」を「、旅行中」に、「その他市長が定める事情」を「その他規則で定め

る事情」に、「旅行額」を「旅費額」に、「市長が定める金額」を「規則で定める額」

に改め、同条に次の１項を加える。

７ 第１項、第２項、第４項及び第５項に規定する場合において、市が旅行役務提

供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規

定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を

旅費に相当するものとして支払うことができる。

第４条第１項中「旅行は」の次に「、次の各号に掲げる区分により」を加え、「任

命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者（以下「旅行命令権者」

という。）」を「旅行命令権者」に改め、同項に次の各号を加える。

(1) 前条第 1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第 4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

第４条第３項中「旅行命令等を変更する」を「旅行命令等の変更をする」に、「こ

れを変更する」を「その変更をする」に改め、同条第４項本文中「これを変更する」

を「その変更をする」に、「当該旅行に関し必要な」を「規則で定める」に、「これ

を当該旅行者に提示して行わなければ」を「当該事項を当該旅行者に通知しなけれ

ば」に改め、同項ただし書中「これを提示する」を「旅行命令簿等に当該事項の記

載又は記録をする」に改め、同項後段を削り、同条に次の１項を加える。

５ 前項ただし書の規定により旅行命令簿等に記載又は記録をしなかった場合に

は、できるだけ速やかに旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記録をしな

ければならない。

第５条第１項中「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」に改

める。

第６条の見出しを「（旅費の種目）」に改め、同条第１項中「普通」を削り、「種類」

を「種目」に、「車賃、日当、宿泊料及び食事料」を「その他の交通費、宿泊費、包

括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当」

に改め、同条第２項から第８項までを削る。

第７条を削る。

第８条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前

条及び第９条から第 20 条までに規定する種目及び内容に基づき」を加え、同条を
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第７条とする。

第９条から第 11 条までを削る。

第 12 条第１項中「その精算をしようとするもの」の次に「並びに旅費に相当す

る金額の支払を受けようとする旅行役務提供者」を、「供されるものをいう。」の次

に「第４項において同じ。」を、「）を含む。」の次に「以下この条において同じ。」

を加え、同項後段中「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、「その旅

費」の次に「又は旅費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」

に改め、同条第４項中「記載事項」の次に「又は記録事項」を加え、「前項」を「第

３項」に改め、同項を同条第６項とし、同条第３項の次に次の２項を加える。

４ 第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法

（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ

って規則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって提出することがで

きる。

５ 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、

支払担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされ

た時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

第 12 条を第８条とする。

第２章を次のように改める。

第２章 旅費

（鉄道賃）

第９条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）第２条第１項に規

定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正 10 年法律第 76 号）第１条

第１項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定める

ものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げ

る費用（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別

に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金（市長、副市長及び教育長に限る。）

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が

区分された鉄道により移動するときは最下級（市長、副市長及び教育長が移動す

る場合には、最下級の直近上位の級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区

分された鉄道により移動するときは最上級の直近下位の級（市長、副市長及び教

育長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。
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（船賃）

第 10 条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和 24 年法律第 187 号）第２条第２項に規

定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他

規則で定めるものをいう。以下同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運

賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金（市長、副市長及び教育長に限る。）

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が

区分された船舶により移動するときは最下級（市長、副市長及び教育長が移動す

る場合には、最下級の直近上位の級）、外国旅行の場合であって運賃の等級が区

分された船舶により移動するときは最上級の直近下位の級（市長、副市長及び教

育長が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。

（航空賃）

第 11 条 航空賃は、航空機（航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第２条第 18 項に

規定する航空運送事業の用に供する航空機をいう。次項において同じ。）を利用

する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲

げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため

特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により

移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、運賃の等級が３以上に区

分された航空機により市長、副市長及び教育長が移動する場合は、最下級の直近

上位の級の運賃の額とする。

（その他の交通費）

第 12 条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第４号までに掲げる費用は、

公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。

(1) 道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第３条第１号イに掲げる一般乗合旅

客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送

を行うものに限る。）の用に供する自動車（外国におけるこれに相当するもの

を含む。以下同じ。）を利用する移動に要する運賃
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(2) 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供

する自動車（外国におけるこれに相当するものを含む。以下同じ。）その他の旅

客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利用する移動に要

する運賃

(3) 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第 80 条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車（外国におけるこれに相当する

ものを含む。以下同じ。）の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前３号に掲げる費用に付随する費用

２ 前項に規定するもののほか、公務について自家用の自動車を使用することを交

通手段として市長が特に必要と認めた場合の規則で定める額とする。

（宿泊費）

第 13 条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の

旅費支給規程（昭和 25 年大蔵省令第 45 号。以下「省令」という。）別表第２に

定めるところによる。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「市

長、副市長及び教育長」と、「職務の級が 10 級以下の者」とあるのは「特別職以

外の職員」と読み替えるものとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある

場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

（包括宿泊費）

第 14 条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用

とし、その額は、当該移動に係る第９条から第 12 条までの規定による費用（以

下「交通費」という。）及び当該宿泊に係る宿泊費基準額（前条の規定により読み

替えられた省令別表第２に定める額をいう。）の合計額とする。

（宿泊手当）

第 15 条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、

その額は、省令別表第３に定める１夜当たりの定額とする。

（転居費）

第 16 条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第 18 条第１項第１号又は第２

号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、転居の実

態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

（着後滞在費）

第 17 条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、

５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相

当する額とする。

（家族移転費）

第 18 条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次

に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この

号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人
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ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊

費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があ

った場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同

号の規定に準じて算定した額

２ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合に

は、前項第２号に規定する期間を延長することができる。

（渡航雑費）

第 19 条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費

用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外

国旅行に必要なものとして規則で定める費用の額とする。

（死亡手当）

第 20 条 死亡手当は、職員の外国における死亡（第３条第２項第２号に規定する

場合に限る。）に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第５に

定める定額とする。

（退職者の旅費）

第 21 条 第３条第２項第１号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費と

する。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命

令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から３月以内に出発して当該退職

等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の

通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地

を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

（遺族の旅費）

第 22 条 第３条第２項第２号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費と

する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要す

る前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から

新在勤地までの前職務相当の旅費

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第１項第７号に掲げ

る順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

３ 第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、第 18 条第１項第１号の規

定に準じて計算した居住地から帰住地までの旅費（渡航雑費及び死亡手当を除
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く。）とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職

員が死亡した日」と読み替えるものとする。

（旅費の支給額の上限）

第 23 条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれらに

相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第９条第１項各号、第 10 条第

１項各号、第 11 条第１項各号及び第 12 条第１項各号に掲げる各費用について、

当該各条及び第７条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各

費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）、

家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る旅費の支給

額は、当該各種目について第７条並びに第 13 条、第 14 条、第 16 条、第 17 条、

第 18 条第１項及び第 19 条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、

当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

第 28 条第１項中「公用の交通機関、宿泊料施設等を利用して旅行した」を「市

以外の者から旅費の支給を受ける」に改め、「当該」を削り、同条に次の１項を加え

る。

３ 職員が、市長又は他の条例の規定に基づき市長に相当する旅費の支給を受ける

者に随行して旅行した場合において、任命権者が必要と認めたときは、当該市長

に相当する旅費の支給を受ける者と同額の旅費を支給することができる。

第 28 条を第３章中第 24 条とする。

第 29 条中「若しくは第 64 条又は船員法（昭和 22 年法律第 100 号）第 47 条」を

「又は第 64 条」に、「労働基準法第 15 条第３項若しくは第 64 条又は船員法第 48

条」を「同法第 15 条第３項又は第 64 条」に改め、「又は費用」及び「若しくは費

用」を削り、同条を第 25 条とし、同条の次に次の１条を加える。

（旅費の返納）

第 26 条 支払担当者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づ

く規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場

合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

２ 旅行者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当

者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、

当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

第 30 条を削り、第 31 条を第 27 条とする。

別表第１及び別表第２を削る。

（いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の一部改正）

第２条 いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例（平成 15 年

いなべ市条例第 39 号）の一部を次のように改正する。
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第４条中「支給する」の次に「旅費の種類及び」を加え、「別表のとおり」を「い

なべ市職員の旅費に関する条例（平成 15 年いなべ市条例第 44 号）に定めるところ

によるもの」に改める。

別表を削る。

（いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）

第３条 いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成 15 年いなべ市

条例第 35 号)の一部を次のように改正する。

第４条第１項中「別表のとおり」を「いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び

旅費等に関する条例（平成 15 年いなべ市条例第 39 号）第４条に規定する旅費の例

により」に改める。

別表を削る。

（委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第４条 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成 15 年いなべ市条例

第 36 号)の一部を次のように改正する。

第２条第２項を削り、同条第３項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を

同条第２項とする。

別表を削る。

（いなべ市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正）

第５条 いなべ市証人等の実費弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第37号)の

一部を次のように改正する。

第１条中「別表に定めるところ」を「いなべ市職員の給与に関する条例（平成 15

年いなべ市条例第 42 号）の適用を受ける職員に支給する旅費の例」に改め、同条

第１号中「選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者」を「出頭した選挙人その他の

関係人」に改め、同条第２号中「法第 100 条第１項」の次に「後段」を加え、「市議

会で行う調査のため出頭した者」を「出頭した選挙人その他の関係人」に改め、同

条第３号中「第 109 条第６項」を「第 115 条の２第２項」に、「第 109 条の２第５

項及び第 110 条第５項」を「第 109 条第５項」に、「委員会の要求に応じ参考人と

して出頭した者」を「出頭した参考人」に改め、同条第４号中「監査委員の要求に

応じ出頭した者」を「出頭した関係人」に改め、同条第５号中「第 109 条第５項」

を「第 115 条の２第１項」に、「第 109 条の２第５項及び第 110 条第５項」を「第

109 条第５項」に改め、同条第６号中「農業委員会の要求に応じ出頭した者」を「出

頭した関係者」に改め、同号を同条第７号とし、同条第５号の次に次の１号を加え

る。

(6) 法第 251 条の２第９項の規定により、出頭した当事者及び関係人

第１条に次の１号を加える。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき、又は市の機関の求めに

応じ証人、参考人等として出頭した者で市長が支給の必要を求めたもの

第１条に次の１項を加える。
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２ 前項の規定により支給する旅費の額は、いなべ市職員の旅費に関する条例（平

成 15 年いなべ市条例第 44 号）の例による。

第２条第２項中「（平成 15 年いなべ市条例第 42 号）」を削る。

別表を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（いなべ市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後のいなべ市職員の旅費に関する条例（以下「新条

例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に新

条例第２条第１項第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４条に規定する旅行

命令等を発する旅行及び新条例第３条第４項の規定により旅費の支給を決定する

旅行について適用し、施行日前に第１条の規定による改正前のいなべ市職員の旅費

に関する条例（以下「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が同

項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第３条第４項の規定により旅費

の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条

例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、

施行日以後に新条例第２条第１項第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４条

第３項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、

当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の

うち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

２ 新条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定する者が同条第１項、

第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適

用し、旧条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けるこ

とができる場合については、なお従前の例による。

３ 新条例第 26 条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の

支給を受けた場合について適用する。

（いなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例等の一部改正に伴

う経過措置）

第３条 第２条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅

費等に関する条例、第３条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例、第４条の規定による改正後の委員会の委員等の報酬及び費用

弁償に関する条例及び第５条の規定による改正後のいなべ市証人等の実費弁償に

関する条例の規定は、前条に規定する改正後のいなべ市職員の旅費に関する条例の

例による。

（いなべ市消防団に関する条例の一部改正）

第４条 いなべ市消防団に関する条例（平成 15 年いなべ市条例第 138 号）の一部を

次のように改正する。
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第 15 条第１項中「旅費等」を「いなべ市職員の旅費に関する条例（平成 15 年い

なべ市条例第 44 号）の例により旅費」に改め、同条第２項を削る。

（いなべ市消防団に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

第５条 前条の規定による改正後のいなべ市消防団に関する条例の規定は、附則第２

条に規定する改正後のいなべ市職員の旅費に関する条例の例による。

（いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正）

第６条 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年いな

べ市条例第６号）の一部を次のように改正する。

第 33 条第２項後段を削る。

（いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経

過措置）

第７条 前条の規定による改正後のいなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償

に関する条例の規定は、附則第２条に規定する改正後のいなべ市職員の旅費に関す

る条例の例による。
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議案第５９号

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止す

る条例の制定について

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を次

のとおり制定しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８

号）の施行により住民基本台帳カードは廃止され、経過措置により平成

２７年１２月３１日まで発行された住民基本台帳カードは、令和７年１

２月３１日をもって全て失効するため、いなべ市住民基本台帳カードの

利用に関する条例を廃止するについては、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要が

ある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例

いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成 25 年いなべ市条例第 25

号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年１月１日から施行する。

（いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正）

２ いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例（平成 15 年いなべ市条例第 10 号）

の一部を次のように改正する。

第 12 条中「いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成 25 年いな

べ市条例第 25 号)第３条第２項の規定により住民基本台帳カードに印鑑登録証明

書の交付を受けるために必要な情報の記録を受けた登録者及び」を削り、「同条例

第２条に規定する多機能端末機」を「多機能端末機（本市の電子計算機と電気通

信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で利用者が必要な操作を行うこ

とにより証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。）」に改める。

（いなべ市手数料徴収条例の一部改正）

３ いなべ市手数料徴収条例（平成 15 年いなべ市条例第 51 号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第１項第１号中「いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平

成 25 年いなべ市条例第 25 号）第２条に規定する多機能端末機(以下この項にお

いて「多機能端末機」という。」」を「多機能端末機（本市の電子計算機と電気通

信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で利用者が必要な操作を行うこ

とにより証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。以下この項におい

て「多機能端末機」という。」に改める。
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議案第６０号

いなべ市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について

いなべ市立保育所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定しよう

とする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７

号）の施行により、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の一部が改

正され、保育所等に通っていない満３歳未満のこどもを育てている家庭

が柔軟に利用できる通園給付（こども誰でも通園制度）を実施するに当

たり、乳児等通園支援事業の利用料を規定するため、いなべ市保育所条

例の一部を改正するについては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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いなべ市立保育所条例の一部を改正する条例

いなべ市立保育所条例（平成15年いなべ市条例第90号）の一部を次のように改正す

る。

第７条の見出し中「及び預かり保育料」を「、預かり保育料及び通園支援利用料」

に改め、同条に次の１項を加える。

４ 市長は、乳児又は幼児に乳児等通園支援事業（法第６条の３第23項に規定する乳

児等通園支援事業をいう。）による乳児等通園支援（いなべ市乳児等通園支援事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年いなべ市条例第24号）第２条

に規定する乳児等通園支援をいう。）を提供したときは、当該乳児又は幼児の保護

者から乳児等通園支援事業の利用料（以下「通園支援利用料」という。）として規則

で定める額を徴収する。

第８条（見出しを含む。）中「及び預かり保育料」を「、預かり保育料及び通園支援

利用料」に改める。

附 則

この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第６１号

いなべ市梅林公園条例の制定について

いなべ市梅林公園条例を次のとおり制定しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

いなべ市野遊びＳＤＧｓ基本構想に基づき、いなべ市農業公園梅林公

園を再整備し、新たに宿泊施設を設けるため、その関係条例を制定する

については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１

号の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

21



いなべ市梅林公園条例

（設置）

第１条 いなべ市の梅林公園が長い年月をかけて育んできた歴史と文化を継承し、そ

の魅力を未来へ伝えるとともに、山辺の暮らしの魅力に触れる体験を通じて地域住

民と来訪者など多様な価値観を持つ人々が交わり共創する場を提供し、地域経済の

循環、担い手の育成及び産業の振興を図り、持続可能な社会の実現に貢献するため、

いなべ市梅林公園（以下「梅林公園」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第２条 梅林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

（施設）

第３条 梅林公園に次の施設を置く。

(1) 宿泊施設

(2) キャンプ施設

(3) 附属施設

(4) 公園施設

（利用時間）

第４条 梅林公園の施設利用時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各

号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊施設宿泊利用の場合 午後２時から利用を終了する日の午前 10 時まで

(2) キャンプ施設宿泊利用の場合 午後２時から利用を終了する日の午後０時ま

で

(3) 日帰り利用の場合 午前 10 時から午後４時まで

（管理）

第５条 梅林公園の管理は、法人その他の団体であって地方自治法（昭和 22 年法律

第 67 号）第 244 条の２第３項の規定に基づき、市長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）が行うものとする。

（指定管理者が行う業務）

第６条 指定管理者は、当該指定を受けた梅林公園において、次に掲げる業務を行う

ものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を利用者から徴収する業務

(3) 維持管理に関する業務

(4) その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

（指定管理者の指定の期間）

第７条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から５年以内とする。ただ

名称 位置

いなべ市梅林公園 いなべ市藤原町鼎 851 番地

22



し、指定期間満了後の再指定を妨げない。

２ 前項の期間の計算においては、指定を受けた日から、同日後最初の３月 31 日ま

での間を１年間とする。

（利用の許可）

第８条 第３条第１号から第３号までに掲げる施設を利用しようとする者（以下「利

用者」という。）は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可

を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

（利用許可の取消し等）

第９条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可

を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外の目的に使用することが明らかになったとき。

(3) 梅林公園の管理上指定管理者が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(4) 詐欺その他不正な行為により、この条例に基づく許可を受けたことが明らか

になったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

（行為の制限）

第 10 条 梅林公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理

者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 広告物等を掲示し、又は配布すること。

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で

定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければなら

ない。

３ 指定管理者は、第１項の許可に梅林公園の管理上必要な条件を付けることができ

る。

（行為の不許可）

第 11 条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の行為を許可

しないことができる。

(1) 梅林公園の管理上支障があると認められるとき。

(2) 梅林公園を使用させることが適当でないと認められるとき。

（利用料金）

第 12 条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指

定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の
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承認を得て定めるものとする。

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

（利用料金の減免）

第 13 条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除

することができる。

（利用料金の不還付）

第 14 条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認

める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

（原状回復義務）

第 15 条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第９条の規定により許可を取り

消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速

やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、

この限りでない。

（損害賠償義務）

第 16 条 指定管理者又は利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。

２ 市長は、指定管理者又は利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると

認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。

（遵守義務）

第 17 条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(5) 前各号のほか、指定管理者が指示する事項

２ 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為を止めることを

指示し、これに従わないときは、梅林公園からの退去を命ずることができる。

（委任）

第 18 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。

（準備行為）

２ 市長は、この条例の施行日前においても、指定管理者の指定の手続を行うことが

できる。

３ 前項の規定により指定管理者の指定を受けたものは、この条例の施行日前におい

ても、利用に関し必要な行為を行うことができる。

24



（いなべ市農業公園に関する条例の一部改正）

４ いなべ市農業公園に関する条例（平成 26 年いなべ市条例第 14 号）の一部を次の

ように改正する。

第２条の表中「エコ福祉広場」を削り、同表いなべ市農業公園梅林公園の項を削

る。

第８条第１項中「エコ福祉広場」を「農業公園」に改める。

別表（第 12 条関係）

備考

駐車料金は、４輪車１日１台 2,000 円以内、２輪車１日１台 1,000 円以内、

キャンピングトレーラー等の大型車１日１台 4,000 円以内、観光バス 1日 1

台 8,000 円以内とする。

区分１ 区分２ 利用区分
利用料金

基本料金 個別料金

宿泊施設 長屋 宿泊（１泊当

たり）

120,000 円以内 3 歳以上 1 人に

つき 2,000 円以

内

宿泊デッキ 80,000 円以内

キャビン 20,000 円以内

長屋 日帰り 60,000 円以内 3 歳以上 1 人に

つき 2,000 円以

内

宿泊デッキ 40,000 円以内

キャビン 10,000 円以内

キ ャ ン プ

施設

キャンプサイ

ト

宿泊（１泊当

たり）

15,000 円以内 3 歳以上 1 人に

つき 2,000 円以

内

オートキャン

プサイト

10,000 円以内

キャンプサイ

ト

日帰り 8,000 円以内 3 歳以上 1 人に

つき 2,000 円以

内

オートキャン

プサイト

5,000 円以内

附属施設、

附属設備

その他市長が定める附属施設

及び附属設備

指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定める額
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議案第６２号

いなべ市大安障害者活動支援センターの指定管理者の指定

について

いなべ市大安障害者活動支援センターの指定管理者を次のとおり指定

しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

１ 指定しようとする団体の名称及び代表者

社会福祉法人晴山会

理事長 山中 猶文

２ 指定しようとする団体の事務所の所在地

三重県いなべ市大安町大井田２６６９番地５

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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提案理由

いなべ市大安障害者活動支援センターの指定管理者の指定期間が令和

８年３月３１日をもって満了するため、現在の指定管理者である社会福

祉法人晴山会を引き続き指定管理者として指定しようとするもので、指

定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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議案第６３号

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターの指定管理者の

指定について

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターの指定管理者を次のとおり

指定しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

１ 指定しようとする団体の名称及び代表者

社会福祉法人あじさいの家

理事長 打田 浩

２ 指定しようとする団体の事務所の所在地

三重県いなべ市北勢町其原８２３番地４

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで
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提案理由

いなべ市山郷重度障害者生活支援センターの指定管理者の指定期間が

令和８年３月３１日をもって満了するため、現在の指定管理者である社

会福祉法人あじさいの家を引き続き指定管理者として指定しようとする

もので、指定管理者の指定については、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要があ

る。

これが、この議案を提出する理由である。

30



議案第６４号

いなべ市立田農園の指定管理者の指定について

いなべ市立田農園の指定管理者を次のとおり指定しようとする。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

１ 指定しようとする団体の名称及び代表者

有限会社フジタ

代表取締役 藤田 鉄夫

２ 指定しようとする団体の事務所の所在地

三重県いなべ市藤原町上之山田５９１番地

３ 指定の期間

令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まで
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提案理由

いなべ市立田農園の指定管理者の指定期間が令和８年３月３１日をも

って満了するため、現在の指定管理者である有限会社フジタを引き続き

指定管理者として指定しようとするもので、指定管理者の指定について

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定

により、議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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議案第６５号

いなべ市菰野町清掃事務組合の設立について

いなべ市及び菰野町のごみ処理に関する事務を共同処理するため、い

なべ市菰野町清掃事務組合を設立することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求め

る。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖

提案理由

いなべ市及び菰野町のごみを広域で処理するための施設の設置及び管

理運営並びにこれに附帯する事務を共同処理するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２８４条第２項に基づき、規約を定めて一部

事務組合を設けることに関する関係地方公共団体との協議については、

同法第２９０条の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。
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議案第６６号

令和７年度いなべ市一般会計補正予算（第４号）

令和７年度いなべ市一般会計補正予算（第４号）を別案のとおり提出

する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第６７号

令和７年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）

令和７年度いなべ市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別案

のとおり提出する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第６８号

令和７年度いなべ市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）

令和７年度いなべ市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別

案のとおり提出する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第６９号

令和７年度いなべ市介護保険特別会計補正予算（第２号）

令和７年度いなべ市介護保険特別会計補正予算（第２号）を別案のと

おり提出する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第７０号

令和７年度いなべ市水道事業会計補正予算（第１号）

令和７年度いなべ市水道事業会計補正予算（第１号）を別案のとおり

提出する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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議案第７１号

令和７年度いなべ市下水道事業会計補正予算（第３号）

令和７年度いなべ市下水道事業会計補正予算（第３号）を別案のとお

り提出する。

令和７年１２月１日提出

いなべ市長 日 沖 靖
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